
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則 

昭和６０年２月８日   

宮城県公安委員会規則第１号   

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則を次のように定め

る。 

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例（昭和

５９年宮城県条例第３０号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（第１種低層住居専用地域等に準ずる地域） 

第２条 条例第２条第２号の公安委員会規則で定める地域は、次のとおりとする。 

 (1) 伊具郡丸森町字神明南及び字千刈場のうち別図１の１の斜線により示す地域 

 (2) 亘理郡山元町山寺字大堤下、山寺字作田山、浅生原字東田及び浅生原字作田山のう

ち別図１の２の斜線により示す地域 

 (3) 大崎市松山金谷字向田、松山金谷字鍋田、松山金谷字金ケ崎及び松山長尾字松木の

うち別図１の３の斜線により示す地域 

 （習俗的行事その他の特別な事情のある日等） 

第３条 条例第４条第１項第３号の公安委員会規則で定める日及び地域は、次表のとおり

とする。 
 

日 地   域 

どんと祭が行われる日及びその翌日 仙台市の区域 

石巻川開き祭りが行われる日及びその翌日 石巻市の区域 

塩釜みなと祭が行われる日及びその翌日 塩釜市の区域 

仙台七夕まつり（前夜祭を含む。）が行われる日及びその

翌日 

仙台市の区域 

仙台・青葉まつりが行われる日及びその翌日 仙台市の区域 

みちのくＹＯＳＡＫＯＩまつりが行われる日及びその翌日 仙台市の区域 

ＳＥＮＤＡＩ光のページェントが行われる日及びその翌日 仙台市の区域 

（店舗型性風俗特殊営業等の禁止地域等） 

第４条 条例第１１条第２号、条例第１３条第２号、条例第１４条第２号、第１５条、第

１７条、第１９条及び第２０条の公安委員会規則で定める地域は、次のとおりとする。 

 (1) 仙台市青葉区（中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目及び中央四丁目）、仙台市宮

城野区（榴岡一丁目、榴岡二丁目及び名掛丁）及び仙台市若林区新寺一丁目のうち

別図２の１の斜線により示す地域 

 (2) 石巻市鋳銭場及び穀町のうち別図２の２の斜線により示す地域 

 (3) 大崎市古川駅前大通一丁目、古川駅前大通二丁目、古川中里一丁目、古川台町、古

川十日町及び古川荒川小金町のうち別図２の３の斜線により示す地域 

 (4) 白石市旭町一丁目のうち別図２の４の斜線により示す地域 



 (5) 宮城郡松島町松島字浪打浜、松島字町内、松島字仙随及び松島字普賢堂のうち別図

２の５の斜線により示す地域 

 (6) 官公署の敷地及び隣接する地域 

（店舗型電話異性紹介営業の禁止区域） 

第５条 条例第１６条の公安委員会規則で定める施設は、次のとおりとする。 

 (1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１２４条に規定する専修学校（高等課程

を有するものに限る。） 

 (2) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１項に規定する条例によ

り設置されるスポーツ施設 

 (3) 興行場法（昭和２３年法律第１３７号）第２条第１項に規定する許可に係る興行場

（同法に規定する映画館に該当するもの及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項第３号に掲げるものを除

く。） 

附 則 

この規則は、昭和６０年２月１３日から施行する。 

附 則（平成元年３月２９日公安委員会規則第３号） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年６月２５日公安委員会規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１１年２月１２日公安委員会規則第２号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年２月２２日公安委員会規則第１号） 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年３月２２日公安委員会規則第５号） 

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年３月２４日公安委員会規則第１０号） 

 この規則は、平成１８年３月３１日から施行する。 

   附 則（平成２２年９月１７日公安委員会規則第７号抄） 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年１月２２日公安委員会規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年２月２５日公安委員会規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。



別図１の１（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図１の２（第２条関係） 



別図１の３（第２条関係） 

 

 

別図２の１（第４条関係） 



別図２の２（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図２の３（第４条関係） 



別図２の４（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別図２の５（第４条関係） 

 


